
発議案第６号 

 

   大船渡市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 標記について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第109条第６項及び大船渡市

議会会議規則（平成３年大船渡市議会規則第１号）第14条第２項の規定により、

別紙のとおり提出いたします。 

 

  令和６年12月17日 

 

 

議会運営委員長  佐 藤 優 子 

 

 

 大船渡市議会議長 伊 藤 力 也 様 

 

 

   提案理由 

議場のシステム整備に伴い、電子表決システムの運用に関し所要の規定の整備

をしようとするものです。 

 



 

 

大船渡市議会会議規則の一部を改正する規則 

大船渡市議会会議規則（平成３年大船渡市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

 第１章  第１章 

  第１節～第７節 [略]   第１節～第７節 [略] 

  第８節   第８節 

   第67条～第69条 [略]    第67条～第69条 [略] 

   第70条 起立による表決    第70条 起立又は電子表決システムによる表決 

   第71条～第77条 [略]    第71条～第77条 [略] 

  第９節～第10節 [略]   第９節～第10節 [略] 

 第２章～第９章 [略]  第２章～第９章 [略] 

 附則  附則 

  

（起立による表決） （起立又は電子表決システムによる表決） 

第70条 [略] 第70条 [略] 

２ [略] ２ [略] 

 ３ 第１項及び第76条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認

めるときは、電子表決システムにより、表決をとることができる。 

 ４ 前項の表決システムにより表決をとる場合は、問題を可とする者は賛成

ボタンを、問題を否とする者は反対ボタンを押すものとする。この場合に

おいて、議長による採決の確定の宣告がなされたときに、賛成ボタンを押

していない者の賛否は、否とみなす。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

発議案第６号（大船渡市議会会議規則の一部を改正する規則）説明要旨 

 

１ 本則 

条 項 要 旨 

目次  文言を整理するものである。 

第70条  表決をとる方法に、電子表決システムを加えること等を定めるも

のである。 

 

２ 附則 

この規則は、公布の日から施行することを定めるものである。 

 


